
 

 

 

 

 

 

 

 

廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託 

包括委託契約書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年６月 

 

広島県廿日市市 

 



包　括　委　託　契　約　書 

 

１　委託業務の名称　　廿日市学校給食センター包括管理運営業務委託 

 

２　履 行 場 所　　広島県廿日市市宮内工業団地１番地６３地内 

 

３　履 行 期 間　　本契約書締結日から令和１９年８月３１日まで 

 

４　業 務 委 託 料　　金＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ 円 

（うち取引にかかる消費税及び地方消費税の額＿  ＿ ＿ ＿ ＿ 

＿ ＿円。なお、契約金額は、企業サービス価格指数及び消費者物

価指数の変動を基に算定した増減額、税制度の変更を基に算定し

た増減額並びに給食提供数の変動を基に算定した増減額の合計額

の範囲内で増減する。） 

 

５　契 約 保 証 金　　本契約第６条に記載のとおり 

 

　上記の委託業務について、廿日市市（以下「市」という。）と〇〇〇〇〇（以下「事業者」

という。）とは、各々対等な立場における合意に基づいて、上記記載事項及び次の条項によ

り包括委託契約（以下「本契約」という。）を締結し、信義に従って誠実にこれを履行する

ものとする。 

　本契約の締結を証するため、本書２通を作成し、当事者記名・押印の上、各自その１通を

所持する。 

 

 

（契約日）　令和　年　月　日 

 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

広島県廿日市市 

代表者　廿日市市長　　松　本　太　郎 

 

 

（事業者） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地 

商号又は名称 

代表者名 
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第１章　総則 

　（目的） 

第１条　本契約 （頭書を含む。以下同じ。） は、市及び事業者が相互に協力し、本業務を

円滑に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

　（用語の定義） 

第２条　本契約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1)　「募集要項等」とは、本業務の募集要項、要求水準書及び優先交渉権者決定基準をい

う。 

(2)　「提案書」とは、募集要項等の規定に従い優先交渉権者が市に対して提出した本業務

に関する一切の提案書類をいう。 

(3)　「要求水準書」とは、募集要項等のうち、要求水準書（変更されたときは変更後のも

の）及び要求水準書に関する質問回答をいう。 

(4)　「業務計画書」とは、第１２条に従い事業者が作成の上で市に提出し、承認を得た開

業準備業務計画書、年間研修実施計画書、運営業務に係る長期計画書及び年度計画書、

厨房設備等維持管理業務に係る長期計画書及び年度計画書、厨房設備長期修繕計画を

いう。 

(5)　「準備期間」とは、本契約締結日から令和９年８月３１日までの期間をいう。 

(6)　「業務開始日」とは、令和９年９月１日をいう。 

(7)　「業務報告書」とは、事業者が作成して市に提出する報告書を総称していう。 

(8)　「年度」とは、各暦年の４月１日に始まり、翌年の３月３１日に終了する１年間をい

う。 

(9)　「設計図書」とは、本施設の竣工図書をいう。 

(10) 「営業日」とは、給食を提供すべき日をいう。 

(11) 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災、有

毒ガスの発生、その他自然災害又は騒乱、暴動、戦争その他人為的な現象であって、市

及び事業者のいずれの責めにも帰さないものをいう。 

(12) 「設備修繕等業務」とは、要求水準書にて示す厨房設備の修繕・更新及び消耗品の調

達に関する業務のことをいう。 

　（契約の履行等） 

第３条　市及び事業者は、本契約の各規定に基づき、募集要項等及び提案書に従い、日本国

の法令を遵守し、本契約を履行しなければならない。 

２　事業者は、適用される法令、各種基準、学校給食に関する通知や通達その他所轄官庁の

指導等を遵守して本業務を実施しなければならない。 

３　事業者は、市の事前の承諾なく、自ら行う場合と第三者への委託等により行う場合とに

かかわらず、本業務及びこれに付帯する業務以外の業務を行ってはならない。 
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４　事業者は、本業務を募集要項等に従って善良なる管理者の注意をもって遂行しなけれ

ばならない。 

　（公共性及び事業者による業務の趣旨の尊重） 

第４条　事業者は、本業務が学校給食センターの運営及び維持管理を行う点で公共性を有

する業務であることを十分理解し、本業務の実施に当たっては、かかる趣旨を尊重するも

のとする。 

２　市は、本業務が事業者によって実施されることを十分理解し、法律の範囲内で地方自治

の本旨に従い、かかる趣旨を尊重するものとする。 

　（規定の適用関係） 

第５条　事業者は、本業務を本契約、募集要項等及び提案書に従って遂行するものとする。 

ただし、これらの内容に相違があるときは、本契約、募集要項等及び提案書の順に優先し

て適用されるものとし、質問回答の内容は、質問対象の書類と一体をなすものとする。 

２　提案書と要求水準書の内容に差異があるときは、提案書に記載された業務の水準が要

求水準書に記載された業務の水準を上回るときに限り、提案書が優先して適用されるも

のとする。 

　（契約の保証） 

第６条　事業者は、市に対し、市が定める日までに、契約保証金として廿日市市契約規則（昭

和６３年規則第１５号）第３１条第１項に規定する金額を納付しなければならない。ただ

し、同規則第３２条各号に基づき減免することとした場合においてはこの限りではない。 

２　前項の契約保証金は、廿日市市契約規則第３２条の２第１項に規定する担保の提供を

もって、これに代えることができる。 

３　契約の変更により委託料に増減が生じたときは、契約保証金を追加納付させ、又は還付

することができる。 

４　契約保証金又はこれに代わる担保の提供には、利息は付さない。 

　（許認可、届出等） 

第７条　事業者は、本契約上の義務を履行するために必要な許認可を自己の責任及び費用

において取得及び維持しなければならず、届出等を自己の責任及び費用において行わな

ければならない。ただし、市が取得及び維持すべき許認可並びに届け出るべきものについ

ては市が必要な措置を講ずるものとする。 

２　事業者は、前項の許認可の取得及び届出に関し、市に事前説明及び事後報告を行うもの

とする。 

３　事業者が市に対して許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、市は事業者

による許認可及び届出に必要な資料の提出その他について協力する。 

４　市が事業者に対して許認可の申請又は届出について協力を求めたときは、事業者は必

要な資料の提出その他について協力する。 

　（保険） 



- 3 -

第８条　事業者は、契約期間中、別紙１に規定する保険を自ら付保し、又は保険契約者をし

て、付保させなければならない。 

２　事業者は、前項の保険契約が締結されたときは、その保険証券の写しを速やかに市に提

出しなければならない。 

３　事業者は、市の承諾なく保険契約、保険金額その他条件の変更若しくは解約をし、又は

保険契約者に同様の変更若しくは解約をさせてはならない。 

　（要求水準書の変更） 

第９条　市又は事業者は、必要があると認めるときは、要求水準書の変更内容及び変更理由

を相手方に通知して、要求水準書の変更の協議を求めることができる。 

２　市又は事業者は、前項の通知を受けたときは、相手方と協議を行うものとする。 

３　前項の協議の結果、市が要求水準書を変更した場合、市は当該変更内容その他当該変更

に伴う変更内容について事業者に通知するものとする。 

（責任の負担） 

第１０条　事業者は、本契約において別段の定めのある場合を除き、事業者の本業務実施に

関する市による確認、承諾、承認若しくは立会い又は事業者からの市に対する報告、通知

若しくは説明を理由として、いかなる本契約上の責任も免れず、当該確認、承諾、承認若

しくは立会い又は報告、通知若しくは説明を理由として、市は何ら新たな責任を負担しな

い。 

（臨機の措置） 

第１１条　事業者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなけ

ればならない。この場合において、必要があると認めるときは、事業者は、あらかじめ、

市の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限り

ではない。 

２　前項の場合において、事業者は、講じた措置の内容を市に直ちに通知しなければならな

い。 

３　市は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、事業者に対して

臨機の措置を講ずることを請求することができる。 

４　事業者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を講じた場合において、市の責めに

帰すべき事由に基づく場合又は本契約で別途市が負担する旨定める場合を除き、委託料

の増額は行わない。なお、不可抗力に基づく場合の増加費用及び損害の最終的な負担につ

いては、別紙６のとおりとする。 

　（業務計画書等の作成及び提出） 

第１２条　事業者は、要求水準書に従い、開業準備・運営・厨房設備等維持管理・設備修繕

等業務に関する計画書を作成し、定められた提出時期までに市に提出して承諾を得なけ

ればならない。当該計画書の内容を変更する場合も同様とする。 

２　事業者は、要求水準書に従い、開業準備・運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務
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に関する報告書を作成し、定められた提出時期までに市に提出しなければならない。 

第２章　開業準備業務 

　（業務の引継） 

第１３条　事業者は、準備期間において、現事業者から、要求水準書に従い業務の引継を受

けるものとする。 

　（実施体制の構築等） 

第１４条　事業者は、自己の責任及び費用において、業務開始日から本契約、募集要項等及

び提案書に従い運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務を実施するために十分な体制

を構築しなければならない。 

２　事業者は、要求水準書に従い、指定する期日までに、組織体制、責任者等必要な事項を

市に報告しなければならない。 

３　事業者が前項に従い市に報告した責任者等を変更するときは、変更前に市に報告する

ものとする。 

４　市は、事業者の実施体制を確認することができるものとし、当該確認の結果、実施体制

が本契約、募集要項等及び提案書で必要とされる条件を満たしていないと判断されると

きは、市は、事業者に対しその是正を求めることができるものとする。 

　（責任者等に関する措置請求） 

第１５条　市は、前条第２項に規定する責任者等その他の業務従事者がその職務の執行に

つき著しく不適当と認められるときは、事業者に対して、その理由を明示した書面により

必要な措置を講ずるよう請求することができる。 

２　事業者は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該請求に係る事項につい

て適当な措置を講じ、その結果を市に通知しなければならない。 

（本施設の確認） 

第１６条　事業者は、準備期間中に、市又は現事業者に本施設の状況等を確認するものとす

る。 

２　前項の確認の結果、本施設の性能、状況等が、募集要項等で示された内容から合理的に

推測される範囲を逸脱し、かつ、当該逸脱により事業者の運営・厨房設備等維持管理・設

備修繕等業務の実施に著しい支障が生じると認められるときは、事業者は、市に対してそ

の性能、状況等を通知しなければならない。 

３　市は、前項の通知を受けたときは、速やかにその性能、状況等を確認し、必要に応じて

その取扱いについて事業者と協議を行い、必要な措置を講ずるものとする。 

第３章　運営・厨房設備等維持管理業務 

第１節　総則 

　（運営・厨房設備等維持管理業務の実施） 

第１７条　事業者は、業務開始日から契約期間の終了まで運営・厨房設備等維持管理業務を

実施するものとする。 
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　（貸与品等） 

第１８条　市は、業務開始日以降、運営・厨房設備等維持管理業務の実施に当たり、要求水

準書の資料１「学校給食調理等業務仕様書」の添付資料１「設備・機器等一覧」に定める

物品等（以下「貸与品等」という。）を事業者に無償で貸与する。 

２　事業者は、その責任において貸与品等の状況を確認の上使用するものとし、貸与品等を

運営・厨房設備等維持管理業務のために供し、その目的以外に使用してはならない。 

３　事業者は、市と協議の上貸与品等の処分、更新等を行うことができる。 

４　事業者は、貸与品等以外に必要と認める備品等を自己の責任及び費用により調達する

ことができる。 

５　事業者は、第３項により貸与品等に異動が生じた場合、その異動状況を整理した関係書

類を整備し、本業務の終了時、当該書類とあわせ事業者が更新した貸与品等を利用可能な

状態で市に引き継ぐものとする。 

６　事業者が、その責めに帰すべき事由により貸与品等を紛失又は破損した場合、事業者は

その負担において貸与品等を原状に復し、又は市に生じた損害を賠償しなければならな

い。 

　（モニタリング） 

第１９条　市は、運営・厨房設備等維持管理業務が本契約に従って適正に遂行されているこ

とを確認するため、別紙２に従って、運営・厨房設備等維持管理業務の遂行状況について

モニタリングを行うものとする。 

２　事業者は、市から運営・厨房設備等維持管理業務の遂行状況について、説明及び報告を

求められた場合には、５日以内に、市に対し説明及び報告を行わなければならない。 

３　市は、事業者による前項の説明及び報告を受けた場合、更に期限を定めて、事業者の費

用で、運営・厨房設備等維持管理業務の遂行状況について調査又は検査を行うよう事業者

に求め、もしくは、自らの費用負担にて立入検査を行うことができるものとする。 

４　事業者は、前２項に定めるモニタリングの実施にあたり、市に対して自ら最大限協力し、

また請負人等をして協力させるものとする。 

５　モニタリングの結果、事業者による運営・厨房設備等維持管理業務の遂行が本契約に違

反し、又は逸脱していると市が判断した場合には、市は、別紙２に従って、運営・厨房設

備等維持管理業務について事業者に対し是正勧告を行うものとし、事業者はこの勧告に

従わなければならない。 

６　前項の場合、市は、別紙３に従って、委託料を減額し、又はその支払を保留するものと

する。 

（近隣対応） 

第２０条　事業者は、自己の責任及び費用において、運営・厨房設備等維持管理業務の遂行

により近隣住民の生活環境に与える影響を検討し、合理的に要求される範囲の近隣対応

を実施する。 
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２　前項に定める近隣対応の実施について、事業者は、市の請求があった場合、その内容及

び結果を報告するものとし、市は、事業者に対して、必要に応じて協力するものとする。 

３　第１項の近隣対応の結果、事業者に生じた費用又は損害については、事業者が負担する。 

４　本業務を行政サービスとして実施することに関する住民反対運動、訴訟等への対応は、

市がその責任及び費用において行うものとする。 

（第三者による実施） 

第２１条　事業者が、提案書で明示された者以外の者に運営・厨房設備等維持管理業務を実

施させようとするときは、事前に市の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様と

する。ただし、事業者は、提案書で明示された者以外の者に運営・厨房設備等維持管理業

務の全部又は主要な部分を委託してはならない。 

２　事業者が、運営・厨房設備等維持管理業務の全部又は一部を第三者に対して委託すると

きは、全て自己の責任において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は全て事

業者の責めに帰すべき事由とみなして、事業者が責任を負うものとする。 

（第三者に及ぼした損害等） 

第２２条　事業者が運営・厨房設備等維持管理業務の実施に伴い第三者に損害を及ぼした

場合、事業者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、事業者の責めに帰すべき

事由によらない場合はこの限りではない。 

第２節　運営業務 

（給食調理等業務） 

第２３条　事業者は、市が作成した献立に基づき、事業者が食材を検収の上、調理した給食

を、市が指定する学校に配送する。 

２　事業者が給食を提供すべき日、用意すべき給食の提供食数及び給食を配送する学校を

市が事業者に通知する方法及び手続は、募集要項等に規定された方法とする。募集要項等

に規定されていない詳細事項、具体的な運用上の取扱い等は、市と事業者が別途協議して

定めるものとする。 

３　前項により市と事業者が協議して定めた事項は、書面に記載するものとし、市及び事業

者はこれを遵守するものとする。 

（食中毒等） 

第２４条　事業者は、法令、所轄する官公庁の指導や基準、要求水準書に規定された事項等

を遵守した安全な給食を提供しなければならない。 

２　事業者は、給食を提供した学校その他給食を提供した提供先のいずれかにおいて食中

毒、異物混入その他給食の喫食に起因し、又は喫食に影響を及ぼす重大な事故等（以下「食

中毒等」という。）が発生した場合、自己の費用により原因究明の調査を行い、その結果

について市に報告するものとする。 

３　事業者は、給食を提供した学校その他給食を提供した提供先のいずれかにおいて食中

毒等が発生し、保健所等これを所轄する官公庁によって原因究明の調査等が行われる場
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合、自己の費用により当該調査等に協力するものとする。 

４　事業者は、給食の喫食が原因で第三者に損害を与えた場合、これを賠償するものとし、

市が当該第三者に対し損害金を支払い、又は損害賠償義務等を負担したときは、市の請求

により当該損害金又は損害賠償債務の金額に相当する金額を支払わなければならない。

ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によらないことを明らかにした場合又は原因

解明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合において、その

結果に関し市の承諾を得たときは、市に対して当該損害金又は損害賠償債務の金額に相

当する金額を支払う義務を負わないものとする。 

５　給食の喫食が原因で第三者に損害が生じた場合における、本施設の運営ができない期

間の委託料の支払及び損害賠償 （前項により市が事業者に対して求償できるものを除

く。）は、以下のとおりとする。 

(1)　市の責めに帰すべき事由による場合、市は、本施設の運営ができない期間において事

業者が出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものとし、かつ、事業者の市に対す

る損害賠償を妨げない。 

(2)　市及び事業者の責めに帰すことのできない事由による場合又は事業者が原因解明に

最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない場合において、原因解明

につき前項の市の承諾を得たときは、市は、本施設の運営ができない期間において事業

者が出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものとし、その他、市又は事業者によ

る損害賠償はないものとする。 

(3)　前２号に定める以外の場合、別紙３の「１　運営・厨房設備等維持管理業務」の定め

に従って委託料の減額を行い、かつ市の事業者に対する損害賠償を妨げない。 

６　前項の場合において、委託料の請求書を市が受領するときまでに市又は事業者のいず

れの責めに帰すべき事由によるものかが判明しないとき、又は原因不明の結果に関して

市の承諾が得られないときは、市は、事業者に対し、事業者の請求に基づき、本施設の運

営ができない期間において事業者が出費を免れた費用を控除した委託料を支払うものと

する。かかる支払の後、食中毒等が前項第３号の事由によるものであることが判明したと

きは、事業者は支払を受けた委託料のうち運営業務に係る部分及び別紙３の定めに従い

減額されるべきであった金額を、市に返還するものとする。 

７　運営・厨房設備等維持管理業務の委託を受け、又はこれを請け負う請負人等が、その故

意又は過失により食中毒等を発生させ、死者、重症者又は多数の軽症者が発生した場合、

若しくは当該請負人等が他の学校給食施設において調理業務を行う場合で、当該他の学

校給食施設において同様の事態を生じた場合、市は、食中毒等の発生の原因となった請負

人等の変更を、事業者に求めることができるものとする。 

第３節　厨房設備等維持管理業務 

（保守管理記録等の作成及び提出） 

第２５条　事業者は、要求水準書に従い、厨房設備等維持管理業務に係る点検記録等を作成
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の上で保管し、市の求めに応じ提出するものとする。 

第４章　設備修繕等業務 

　（総則） 

第２６条　事業者は、要求水準書に従い、業務の実施にあたっては予防保全を基本とし、劣

化等による危険・故障等の未然防止に努めるものとする。 

２　事業者は、運営業務の実施に支障をきたす事象の発生防止のため、厨房設備が有する機

能を保つとともに、計画的な修繕及び更新を実施するものとする。 

　（長期修繕計画書の作成及び提出） 

第２７条　事業者は、令和９年６月末までに、要求水準書に定める厨房設備長期修繕計画を

作成し、市に提出して承認を得なければならない。内容を変更する場合も同様とする。 

２　事業者は、修繕部品の調達が困難な設備については、特に計画的な更新を行うものとし、

費用の平準化を考慮した手法を検討提案するものとする。 

３　事業者は、厨房設備オーバーホールの検討に際しては、劣化状況等による優先順位等を

考慮した手法を検討提案するものとする。 

　（修繕及び更新） 

第２８条　事業者は、要求水準書及び前条第１項に定める長期修繕計画書に従い、厨房設備

の機能を維持するため必要に応じて修繕及び更新を行うものとする。ただし、市の責めに

帰すべき事由により事業者が修繕等を行ったときは、これに要した合理的な範囲の費用

を負担するものとする。 

２　事業者が厨房設備の修繕等を行ったときは、要求水準書に従い、記録を作成及び全て電

子データ化した上で、保管しなければならない。 

　（検査） 

第２９条　事業者は、厨房設備のオーバーホール・更新（入れ替え）の実施に当たって、実

施の３０日前までに市に報告し、市の承認を得なければならない。 

２　事業者は、厨房設備のオーバーホール・更新（入れ替え）が完了したとき、完了に関す

る届出を提出しなければならない。 

３　市は、前項の完了に関する届出を受領したときには、その日から１０日以内に検査を行

うものとする。 

４　前項の検査の結果、不合格となり補正を命ぜられたときは、事業者は遅滞なく補正を行

い、補正完了の届出を提出し、再検査を受けなければならない。 

　（消耗品の調達） 

第３０条　事業者は、運営・厨房設備等維持管理業務に用いる消耗品を、必要に応じて適切

に補充調達しなければならない。 

２　事業者が消耗品の調達を行ったときは、記録を作成及び全て電子データ化した上で、保

管しなければならない。 

　（衛生管理に関わる業務） 
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第３１条　事業者は、故障等に伴う調理貸与備品の更新及び薬剤等の衛生管理に関わる消

耗品の補充調達等、衛生管理に関わる業務の実施に際しては、あらかじめ市の承認を得な

ければならない。 
第５章　委託料の支払等 

　（委託料の支払） 

第３２条　市は、事業者に対し、別紙４に従い委託料を支払い、及び改定するものとする。 

（委託料の減額） 

第３３条　市は、第１９条に基づくモニタリングにより、要求水準書に定める水準等を満た

していない事項が存在することを確認した場合、市は、別紙２に従って、運営・厨房設備

等維持管理業務について事業者に是正勧告を行い、別紙３に従い委託料を減額するもの

とする。 

（委託料の返還） 

第３４条　業務報告書に虚偽の記載があることが判明し、市がこれを事業者に対して通知

したときは、事業者は、市に対して、当該虚偽記載がなければ市が前条の規定に従い減額

し得た委託料の金額を速やかに返還しなければならない。 
第６章　契約期間及び契約の終了 

　（契約期間） 

第３５条　本契約は、契約締結日からその効力を生じ、令和１９年８月３１日に終了するも

のとする。 

（建物等の検査） 

第３６条　市は、契約終了までに、本施設が要求水準書に定める水準等を満たしているか判

断すること、本施設が本業務実施のために継続して使用するに支障のない状態にあるか

確認すること等を目的とし、市による確認を実施するものとする。 

２　市が、前項に従い確認を行う場合、市は本施設に立ち入ることができるものとし、事業

者は市が行う確認に協力しなければならない。 

３　第１項の確認により、不適合が認められた場合、事業者は、市の指示に従い、自己の責

任及び費用において速やかに修繕等を行うものとする。 

（契約期間満了時の業務） 

 第３７条　事業者は、業務期間終了時において、後任の事業者が本業務を円滑かつ支障な

く遂行できるよう本業務の承継に必要な事項について、業務委託期間終了前の十分に協

議、確認を行うことができる期間を設けた上で市と協議を行い、業務委託期間終了後の厨

房設備長期修繕計画やマニュアル等を作成し、市に提出する。 

２　事業者は、市又は市の指定する第三者への業務引継に必要な説明その他の協力を行う。 

３　事業者は、契約期間終了時に、本施設の全てが要求水準書で示した性能及び機能を発揮

でき、継続して使用可能な状態で市に引き継ぐものとする。ただし、性能及び機能を満足

する限りにおいて、経年による劣化についてはこの限りではない。 



- 10 -

４　事業者は、契約期間終了後１年間、代表企業を、連絡窓口として、無償で市又は市が指

定する後継の者からの問合せを受けさせる他、市が求める必要なサポート業務を実施さ

せるものとする。  

（事業者の事由による解除権） 

第３８条　市は、事業者が債務の本旨に従った契約の履行をしない場合において、相当の期

間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することが

できる。ただし、その不履行の内容が、本契約の目的及び取引上の社会通念に照らして軽

微なものであるときは、この限りでない。 

２　市は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の催告をすることなく、直

ちに本契約を解除することができる。 

 (1)　本契約を履行できないことが明らかであるとき。 

 (2)　事業者が契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

 (3)　事業者の債務の一部の履行が不能である場合又は事業者がその債務の一部の履行を

拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

 (4)　本契約の締結又は履行に際し重大な不正行為を行ったとき。 

 (5)　関係法令、規則等の規定に違反したとき。 

 (6)　差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て又は租税滞納処分その他公権力の処分を受

けたとき。 

 (7)　破産、会社更生若しくは民事再生手続その他これらに類する手続の申立てをし、又は 

申立てをされたとき。 

 (8)　前各号のほか、事業者が本契約に違反し、市が前項の催告をしても契約をした目的を 

達するのに足りる履行がされる見込みがないと認められるとき。 

３　第１項又は前項の解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを

負わない。 

４　事業者は、第１項又は第２項の定めにより契約を解除されたときは、違約金として、委

託料総額を１年あたりの額に換算した額の１００分の１０に相当する金額を、市の指定

する期日までに市に支払わなければならない。この場合において、違約金は損害賠償の額

の予定とは解釈せず、事業者は市が被った損害を賠償しなければならない。 

５　次の各号に掲げる者が本契約を解除した場合は、第２項第２号に該当する場合とみな

す。 

 (1)　事業者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律 

第７５号）の規定により選任された破産管財人 

 (2)　事業者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年 

法律第１５４号）の規定により選任された管財人 

 (3)　事業者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年 



- 11 -

法律第２２５号）の規定により選任された再生債務者等 

６　本条の規定は、契約不適合が市の責めに帰すべき事由によるものであるときは、適用し

ない。 

 （モニタリングによる契約解除） 

第３９条　市は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事業者に対して別段の通知をす

ることなく直ちに本契約を解除することができる。ただし、本条の定めは、前条に基づく

本契約の解除を妨げるものではない。 

 (1)　別紙３に定める減額ポイントが、運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務に関し、

連続する２四半期の合計で６０以上になった場合 

 (2)　別紙３に定める減額ポイントが、運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務に関し、

１事業年度の合計で８０以上になった場合 

 (3)　運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務に関連して重大な食中毒等が発生し、死

者、重症者又は多数の軽症者が出た場合、若しくは事業者又は請負人等が他の学校給食

施設において調理業務を行う場合で、当該他の学校給食施設において同様の事態を生

じた場合。ただし、事業者がその責めに帰すべき事由によるものでないことを明らかに

した場合又は原因究明に最善の努力を尽くしてもなお責任の所在が明らかにならない

場合でその結果に関し市の承諾を得た場合、若しくは第２４条第７項の定めにしたが

って請負人等の変更が行われ、新たな請負人等について市が承諾した場合においては、

この限りでない。  

（暴力団排除措置による解除権） 

第４０条　市は、事業者若しくは構成企業又は協力企業が次の各号のいずれかに該当する

ときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合において、

解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償の責めを負わない。 

 (1)　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。 

（以下「暴対法」という。）第２条第２号の暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等

（暴対法第２条第６号の暴力団員及び暴力団の構成員とみなされる者をいう。以下同

じ。）であるとき。 

 (2)　暴力団又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 

 (3)　役員等（役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているもの 

を含む。以下同じ。）が暴力団員等であると認められるとき。 

 (4)　暴力団員等であることを知りながら、暴力団員等を雇用し、又は使用しているとき。 

 (5)　暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、その者から諸機械、器具、道具、薬 

剤、物品等を購入し、又は再委託、下請契約その他の契約を締結したとき。 

 (6)　暴力団又は暴力団員等である事実を知らずに、前２号に定める行為を行っていた場

合であって、当該事実の判明後速やかに、解雇に係る手続や契約の解除など市が求めた

是正 措置を行わないとき。 
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 (7)　自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的

をもって、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。 

 (8)　暴力団又は暴力団員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。 

 (9)　役員等又は使用人が、個人の私生活上において、自己若しくは第三者の不正の利益を 

図る目的若しくは第三者に損害を与える目的をもって、暴力団若しくは暴力団員等を

利用したとき、又は暴力団若しくは暴力団員等に経済上の利益若しくは便宜を供与し

たとき。 

 (10) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難 

される関係を有しているとき。 

 (11) 第２号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該者と契約

を締結したとき。 

 (12) 第２号から第１０号までのいずれかに該当する者であることを知らずに当該者と契

約を締結していた場合であって、当該事実の判明後速やかに契約の解除など市が求め

た是正措置を行わないとき。 

２　事業者は、市が前項各号に該当する事由の有無を確認することを目的として事業者に

対し役員名簿等の提出を求めたときは、速やかに当該役員名簿等を提出しなければな

らない。 

３　第３８条第４項の規定は、第１項の規定により本契約を解除した場合について準用す

る。 

（談合その他の不正行為が行われた場合の解除権） 

第４１条　市は、事業者（構成企業を含む。この条において同じ。）が本契約に関して、次

の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく直ちに本契約を解除すること

ができる。この場合において、解除により事業者に損害があっても、市はその損害の賠償

の責めを負わない。 

(1)　本契約に関し、事業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は事業者が

構成 事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことによ

り、公正取引委員会が事業者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命

令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納付命令が独占禁

止法第６３条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。 

(2)　納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（以下「排除措置命令」という。）において、本契約に関し、独占禁止法第３条又は第

８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

(3)　前各号に規定する納付命令又は排除措置命令により、事業者に独占禁止法第３条又

は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の
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対象となった取引分野が示された場合において、本契約が、当該期間に入札が行われた

ものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 

(4)　本契約に関し、事業者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）が刑法（明

治４０年法律第４５号）第９６条の６、同法第１９８条、独占禁止法第８９条第１項若

しくは同法第９５条第１項第１号に規定する罪により逮捕され、又は刑が確定したと

き。 

２　第３８条第４項の規定は、前項の規定により本契約を解除した場合について準用す

る。  

（市の事由による契約解除） 

第４２条　事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契約を解除することがで

きる。 

(1)　市が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、事業者から催告を受けてから２ヶ月経過

しても当該遅滞が治癒しない場合 

(2)　市の責めに帰すべき事由により、事業者の本件業務の遂行が不可能となった場合 

(3)　市の責めに帰すべき事由により、市が本契約上の重要な義務（金銭債務を除く。）の

履行を怠り、事業者から催告を受けてから３０日を経過しても当該不履行が治癒しな

いとき。 

２　前項に基づき本契約が解除された場合、市は、事業者に対し当該解除により事業者が被

った合理的な範囲の追加費用又は損害を賠償する。 

（解除の効果） 

 第４３条　第３８条から前条までの規定により本契約が解除されたとき（以下、本条で｢本

契約が中途解除されたとき｣という。）は、本契約は将来に向かってその効力を失う。 

２　本契約が中途解除されたときにおいて、履行済の運営・厨房設備等維持管理・設備修繕

等業務に対応する委託料で未払のものがあるときは、市は事業者との協議に基づき未払

分を支払うものとする。 

３　事業者は、本契約が中途解除されたときは、市又は市が指定する後継の者に運営・厨房

設備等維持管理・設備修繕等業務の引継を行う。また、引継に必要な費用は事業者が負担

する。  
第７章　法令の変更 

　（法令変更の通知） 

第４４条　市又は事業者は、本契約締結日の後に法令が変更されたことにより、本契約に基

づく自己の義務を履行することができなくなったとき、又は本契約の履行のための費用

の増加が見込まれるときは、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを相手

方に対して通知するものとする。 

２　市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が適

用ある法令に違反することとなったときは、履行期日における当該自己の義務が適用法
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令に違反する限りにおいてその履行義務を免れるものとする。ただし、市及び事業者は、

法令変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努めるものとする。 

（協議及び追加費用の負担） 

第４５条　市又は事業者が相手方から前条第１項の通知を受領したときは、市及び事業者

は、当該法令変更に対応するため、速やかに本契約、要求水準書、業務計画書等の変更及

び追加費用の負担について協議するものとする。 

２　前項の協議にもかかわらず、法令変更の公布日から６０日以内に本契約、要求水準書、

業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しないときは、市は、法令

変更に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本契約の

履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙５の規定によるものとする。 

３　本契約締結後に法令以外の所轄官庁の通達、要綱等の変更があるときは、事業者は市の

指示に従うものとし、市の指示に従うことにより事業者に追加費用が生じるときは、市の

負担として、委託料の見直しを行うものとする。ただし、追加費用の額が多大となる場合

には、市は本契約を解除できるものとする。 

　（契約の解除） 

第４６条　本契約締結日の後になされた法令変更により、市が本業務の継続が困難と判断

したとき、又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、市は事業者

と協議の上、本契約を解除することができる。 
第８章　不可抗力 

　（不可抗力の通知） 

第４７条　事業者は、本契約締結日の後に、不可抗力により、本契約、要求水準書、業務計

画書等で提示された条件に従って運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務を行うこと

ができなくなったとき、又は本契約の履行のための費用の増加が見込まれるときは、その

内容の詳細を記載した書面をもって直ちにこれを市に対して通知するものとする。 

２　市及び事業者は、前項の通知がなされた以降において、本契約に基づく自己の義務が不

可抗力により履行不能となったときは、履行期日における当該義務の履行義務を免れる

ものとする。ただし、市及び事業者は、不可抗力により相手方に発生する損害を最小限に

するよう努めるものとする。 

　（協議及び追加費用の負担） 

第４８条　市が事業者から前条第１項の通知を受領したときは、市及び事業者は、当該不可

抗力に対応するため、速やかに本契約、要求水準書、業務計画書等の変更及び追加費用の

負担について協議するものとする。 

２　前項の協議にもかかわらず、不可抗力が生じた日から６０日以内に本契約、要求水準書、

業務計画書等の変更及び追加費用の負担についての合意が成立しないときは、市は、不可

抗力に対する合理的な対応方法を事業者に対して通知し、事業者は、これに従い本契約の

履行を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、別紙６の規定によるものとする。 
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　（契約の解除） 

第４９条　本契約締結日の後における不可抗力により、市が本業務の継続が困難と判断し

たとき、又は市が本契約の履行のために多大な費用を要すると判断したときは、市は事業

者と協議の上、本契約を解除することができる。 

第９章　その他 

　（公租公課の負担） 

第５０条　本契約及び本契約に基づく一切の業務の実施に関連して生じる公租公課は、全

て事業者の負担とする。市は、委託料及びこれに対する消費税（地方消費税を含む。）を

支払う他は、本契約に別途定めがある場合を除き、関連する全ての公租公課については別

途負担しないものとする。 

（損害賠償） 

第５１条　事業者は、その責めに帰すべき理由により市の施設等を滅失し、又は毀損したと

きは、市の認定に基づきその損害（調査費用、弁護士費用を含む。以下この条において同

じ。）を賠償しなければならない。 

２　市及び事業者は、それぞれ、本契約に定める義務を履行せず、相手方に損害を生じさせ

たときは、本契約に特に定める場合を除き、当該損害を賠償しなければならない。 

（遅延損害金） 

第５２条　市又は事業者が、本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、相手方に対し、

未受領金額につき、延滞日数に応じ、契約締結日における、政府契約の支払遅延防止等に

関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定す

る率の割合で計算した額の遅延損害金を請求することができる。 

（権利義務の処分等） 

第５３条　事業者は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、市の事前の書面による

承諾を得なければならない。 

(1)　本契約上の権利又は地位の一部若しくは全部を第三者に対して譲渡し、又は担保権

の設定その他一切の処分を行うこと。 

(2)　既存の株主以外の者に会社法（平成１７年法律第８６号。以下同じ。） 第１９９条に

定める募集株式を発行し、又は同法第２３６条に定める新株予約権若しくは新株予約

権付社債を発行（以下総称して「新株発行等」という。） すること。 

(3)　既存の株主に対して議決権比率が変更となる新株発行等を行うこと。 

２　事業者は、契約期間中、基本協定書第３条第１項各号に定める条件を維持しなければな

らない。 

３　事業者は、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は組織変更をしてはなら

ない。ただし、市が事前に書面による承諾をした場合はこの限りではない。 

４　事業者は、契約期間終了後も、本契約に基づく義務が全て履行されるまで、解散しては

ならない。ただし、市が事前に書面による承諾をした場合はこの限りではない。 
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（決算報告書の提出等） 

第５４条　法人の監査済計算書類（会社法第４３５条第２項による貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書、個別注記表）、事業報告、その附属明細書及び年間業務報告書を

市に提出し、かつ、市に対して監査報告及び年間業務報告を行う。なお、市は当該監査済

計算書類及び年間業務報告書を公開することができる。 

２　事業者は、定款を変更し、又は代表取締役、取締役若しくは監査役に変動があったとき

は、速やかに市に変更又は変動を証する書面を添えて報告するものとする。 

　（成果物の利用及び著作権） 

第５５条　市は、本契約に関して要求水準書及び市の要求に基づき事業者により作成され

市に提出される一切の書類、図画、写真、映像、ソフトウェア、データベース等（以下「成

果物」という。）について、市の裁量により無償で利用する権利及び権限を有し、この権

利及び権限は本契約終了後も存続する。 

２　前項の成果物が著作権法（昭和４５年法律第４８号。以下同じ。）第２条第１項第１号

に定める著作物に該当するときは、同法第２章及び第３章に規定する著作者の権利の帰

属は、同法の定めるところによる。 

３　事業者は、市が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるように

しなければならず、著作権法第１９条第１項又は第２０条第１項に定める権利を自ら行

使し、又は著作者（市を除く。以下本条において同じ。）をして行使させてはならない。 

(1)　著作者名を表示せずに成果物の全部若しくは一部又は本施設の内容を自ら公表若し

くは広報に使用し、又は市が認めた公共機関をして公表若しくは広報に使用させるこ

と。 

 (2)　成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること 

４　事業者は、次の各号に掲げる行為を自ら行い、又は著作者をして行わせてはならない。

ただし、あらかじめ市の承諾を得た場合はこの限りではない。 

(1)　成果物に係る著作権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

(2)　成果物の内容を公表すること。 

(3)　成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。 

　（著作権等の侵害の防止） 

第５６条　事業者は、成果物が第三者の有する著作権等を侵害するものではないことを市

に対して保証する。 

２　事業者は、成果物が第三者の有する著作権等を侵害することにより第三者が受けた損

害の賠償をしなければならないときは、事業者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を

講ずる。市が賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるための費用を負担したときには、

事業者は、市に対し、市が負担した賠償額又は費用の全額を補償する。 

　（特許権等の使用） 

第５７条　事業者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
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護される第三者の権利の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する

一切の責任を負わなければならない。ただし、市がその技術等の使用を指定した場合にお

いて、事業者がその存在を知らなかったときは、市は、事業者がその使用に関して要した

費用を負担するものとする。 

　（請求、通知の様式等） 

第５８条　本契約に定める請求、通知、承諾、承認及び解除（以下「請求等」という。）は

相手方に対する書面により行わなければならない。 

２　前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情があるときは、市及び事業者は、前項

に規定する請求等を口頭で行うことができる。この場合において、市及び事業者は、既に

行った請求等を書面に記載し、７日以内にこれを相手方に交付するものとする。 

３　本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる言語は、日本語とする。 

４　本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

５　本契約の履行に関して市及び事業者の間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定め

がある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定めるところによるものとする。 

６　本契約における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）及び商法（明

治３０年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

（秘密保持） 

第５９条　市及び事業者は、互いに本業務に関して知り得た相手方の秘密を自己の役員、従

業員又は代理人、コンサルタント及び本条第２項により秘密保持義務を負う業務受託者

等その他法令若しくは契約上の守秘義務を負う者以外の第三者に漏らし、また、本契約の

履行以外の目的（ただし、適用法令に基づく場合を除く。）に使用してはならない。ただ

し、開示する事項が次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

(1)　開示のときに公知であるもの 

(2)　開示の後に市又は事業者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知と

なったもの 

(3)　第三者から秘密保持義務を課されることなく合法的に取得したもの 

(4)　法律、政令、規則、条例上の要請又は官公署の命令等により開示を要請されたもの 

２　事業者は、その受託者等につき、本契約に基づき事業者が負担する秘密保持義務と同様

の義務を負わせるものとする。 

３　市は、本業務に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他市の 

定める諸規定の定めるところによって情報公開その他の必要な措置を講じることができ

る。 

（個人情報保護） 

第６０条　事業者は、別紙７に規定する個人情報取扱特記事項を遵守の上で、本業務を実施

するものとする。 

（準拠法） 
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第６１条　本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈されるものとする。 

（管轄裁判所） 

第６２条　本契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、広島地方裁判所をもっ

て合意による第一審の専属的管轄裁判所とする。 

（誠実協議） 

第６３条　本契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又は本契約の解釈

に関して疑義が生じたときは、その都度、市及び事業者が誠実に協議の上、これを定める

ものとする。 
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別紙１　保険 

 

事業者は、次の保険を付保するものとする。なお、以下の条件は最低限のものであり、事

業者の判断により担保範囲の広い補償内容とすることを妨げず、保険契約は１年ごとの更

新でも認める。 

 

第三者賠償責任保険 

保険契約者：〔提案による〕 

被保険者：事業者、事業者から本業務を請け負い、又は受託する全ての者、その全ての

下請人及び市 

保険期間：契約期間（１年ごとの更新は可とする。） 

保険金額：対人：１名当たり１億円、１事故当たり１０億円以上 

対物：１事故当たり１億円以上 

補償する損害：維持管理・運営業務に起因して法律上の損害賠償責任を負担することに

よって被る損害 

免責金額：１事故当たり５万円以下 
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別紙２　運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務のモニタリング 

 

１　モニタリングの種類 

市の行うモニタリングの種類は、図表１のとおりとし、その頻度に応じて４種類とする。

なお、業務現場への立ち入り検査に際しては、本契約に別段の定めがある場合を除き、市

は事前に事業者に実施日時を通知する。 

図表 1　モニタリングの種類 

 

市は、定期（月次）のモニタリングについては月次報告書等を受領してから１４日以内、

定期（四半期）のモニタリングについては四半期報告書等を受領してから１４日以内、定

期（年次）のモニタリングについては年間報告書等を受領してから１４日以内に行い、か

つ結果を事業者へ書面で通知する。随時のモニタリングについては、モニタリングの完了

から１４日以内に、市は事業者へ結果を書面で通知する。 

 

２　モニタリングの結果の分類 

(1)　運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務の不履行 

運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務についてのモニタリングの結果、事業者

に本契約の不履行があると認められた場合、市は当該不履行を、図表２のとおり学校給

食の提供が不全となる状態である「提供不全の場合」と、提供が不全となる状態にまで

 種　類 内容・方法

 

定期（月次）

月１回、事業者から提出された月次報告書等の記載内容が正確かつ適

正であることを確認するほか、必要に応じて業務現場への立入検査や

事業者に説明・報告等を求めることにより、施設等の状況及び当該月の

業務実施状況を確認する。

 

定期（四半期）

四半期ごとに、事業者から提出された四半期報告書等の内容が正確か

つ適正であることを確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に

説明等を求めることにより、施設等の状況及び当該四半期の業務実施

状況を確認する。

 

定期（年次）

年度ごとに、事業者から提出された年間報告書等の内容が正確かつ適

正であることを確認するほか、業務現場への立入検査や事業者に説明

等を求めることにより、施設等の状況及び当該年度の業務実施状況を

確認する。

 

随時

月次、四半期及び年次のモニタリングとは別に、必要に応じて随時、業

務報告書（日報等）の内容が正確かつ適正であることを確認するほか、

業務現場への立入検査や事業者に説明等を求めることにより、施設等

の状況及び業務実施状況を確認する。
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は至らないが要求水準等の未達成の状態である「要求水準等未達成の場合」の２つに分

類したうえで、各々を細分化する。 

 

図表 2　運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務の不履行の分類 

市は、「提供不全の場合」に分類した不履行については不履行が判明してから３日以内

に当該不履行がレベル３、レベル４又はレベル５かを判断し、「要求水準等未達成の場合」

に分類した不履行については不履行が判明してから７日以内に当該不履行がレベル１か

レベル２かを判断し、事業者に対し通知及び是正勧告を行う。 

ただし、不履行の原因が以下のいずれかの事由にある場合は是正勧告を行わない。 

・予め市の承諾を得た作業等を行った結果、やむを得ず不履行となった場合 

・市の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合 

・教職員、児童生徒の責めに帰すべき事由により、不履行となった場合 

・不可抗力又は法令変更によって、やむを得ず不履行となった場合 

・第三者の事由（第三者の責による交通事故など）によって、やむを得ず不履行となっ

た場合（ただし、第三者の事由であることの証明は事業者が行う。） 

 

３　是正勧告に対する事業者の対応 

事業者は、原則として是正勧告を受けた日から３日以内に、当該不履行の改善方法及び

改善を実行する期日等を記した計画書（以下「改善計画書」という。）を市に提出し、速

やかに改善作業に取り掛かり、改善を実行する期日後速やかに、改善計画書に基づく対応

状況を市に報告する。また、改善を実行する期日は、原則として改善計画書の提出日から

５日以内とする。ただし、市は、改善計画書の提出及び改善を実行する期日を、是正勧告

及び改善計画書の内容に応じて早め、又は遅らせることができる。なお、市は、改善を実

 

提供不全

の場合

レベル５
給食を提供できなかった場

合
児童生徒が喫食できなかった場合

 
レベル４

指定時間内に給食を配送で

きなかった場合

給食開始時刻から２０分以内に配送さ

れ、児童生徒が喫食できた場合

 
レベル３

給食を一部提供できなかっ

た場合

配缶間違いなどにより、一部の献立を

児童生徒が喫食できなかった場合

 

要求水準

等未達成

の場合

レベル２

是正しなければ給食提供に

重大な影響を及ぼすことが

想定される場合

給食提供へ支障が生じる可能性がある

場合

 衛生管理が不十分である場合

 

レベル１

是正しなければ給食提供に

軽微な影響を及ぼすことが

想定される場合

衛生管理等に問題はなく、給食提供へ

支障が生じる可能性はないものの、要

求水準を満たすサービスの提供がされ

ていない場合
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行する期日後、業務現場への立入検査を実施し、改善結果を確認し、改善がなされていな

いと判断した場合、事業者に対して再度の是正勧告を行うことができ、その後も同様とす

る。 
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別紙３　委託料の減額 

 

市は、事業者に是正勧告を行った場合、図表３のとおり減額ポイントを計上する。計上さ

れた減額ポイントを加算し、四半期ごとの減額ポイントが一定値に達した場合には、事業者

に支払う委託料の減額を行う。ただし、不履行が市の責めに帰すべき事由又は不可抗力若し

くは法令変更による場合には、減額ポイントを計上しない。 

 

１　運営・厨房設備等維持管理・設備修繕等業務 

(1)　減額ポイント 

提供不全の場合 

図表 3　提供不全の場合の減額ポイントの考え方 

※ 影響を受けた給食数の割合＝（当該給食提供日において未提供、遅配又は一部未提供の給食数）／（年

度毎（５月１日時点）の提供対象者数） 

 

上記にかかわらず、食中毒事故の発生の場合の減額ポイントは４０ポイントとする。この

場合、営業停止期間がともなう場合（当該食中毒事故の発生日及び営業停止期間が２四半期

にまたがる場合を含む。）であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれる四半期について、

一つの食中毒事故につき４０ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期には繰り越

されないものとする。 

また、アレルギー対応食対応の誤りによる軽症者の発生や、異物混入による児童生徒等の

負傷の場合における減額ポイントは３０ポイントとする。この場合、当該事故の発生日が含

まれる四半期に、一つの事故につき３０ポイントを計上し、この減額ポイントは翌四半期に

は繰り越されないものとする。 

 

 

 
影響を受けた給食数の 

割合※

減額ポイント

 レベル５ 

（未提供の場合）

レベル４ 

（遅配の場合）

レベル３ 

（一部未提供の場合）

 １％未満（０％含まず） ２ １
０．５

 １％以上５％未満 ４ ２

 ５％以上１０％未満 ６ ３
１

 １０％以上３０％未満 ８ ４

 ３０％以上 １０ ５ ２
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要求水準等未達成の場合 

図表 4　要求水準等未達成の場合の減額ポイントの考え方 

　２回目の是正勧告の場合は図表４の基本減額ポイントの２倍、３回目の是正勧告の場合

は上記の基本減額ポイントの３倍を加算し、その後も同様に是正勧告の回数で乗じた減額

ポイントを加算する。 

 

(2)　減額ポイントに応じた減額 

委託料の支払に際しては、当該四半期の加算減額ポイントの合計を計算し、下記の計

算式及び図表５に従って、委託料の減額の有無及び金額を決定し、減額がある場合には

当該支払期日の支払額を事業者に通知する。当該四半期に加算された減額ポイントは、

当該期間における委託料の支払についてのみ適用され、次の期間に持ち越されない。事

業者は、減額について異議がある場合には、市に対し書面にて申し立てることができる。

減額措置が決定した際に、すでに対象となる期間の委託料の支払が行われている場合

には、算定された減額分を次期の委託料より差し引く。 

食中毒事故の発生の場合の下記の計算式における未提供給食数は、当該食中毒事故

の発生日及び営業停止期間の予定給食数の全数とし、当該食中毒事故の発生日及び営

業停止期間が２四半期にまたがる場合であっても、当該食中毒事故の発生日が含まれ

る四半期のみに計上する。 

減額金額＝（当該四半期の委託料Ａ）×減額率＋（レベル５に該当する未提供給食数× 一食当

たりの変動料金の単価）  

 レベル 基本減額ポイント

 レベル２：是正しなければ給食提供に重大な影響を及ぼすこと

が想定される場合
２

 レベル１：是正しなければ給食提供に軽微な影響を及ぼすこと

が想定される場合
１



- 25 -

図表 5　減額ポイントに応じた減額 

※１　上表の委託料の減額率が０％であっても、「未提供給食数×一食当たりの変動料金の単価」の減額

は行うものとする。 

※２　支払停止の措置が発生した場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが２０ポイン

ト以下となった四半期分の委託料に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措置後の委託料を加

算して支払う。 

 

(3)　合計減額ポイントの連続発生に伴う支払停止 

２四半期連続して合計減額ポイントが２１以上となった場合、市は、上記(2)に掲げ

る委託料減額の措置に加え、当該連続する２期目の四半期の委託料の事業者に対する

支払を停止する。この場合、翌四半期以降で初めて四半期の合計減額ポイントが２０ポ

イント以下となった四半期分の委託料に、支払停止措置が発生した四半期の減額の措

置後の委託料を加算して支払う。 

 

 

 

 減額ポイント合計 減額率の計算方法 減額率の範囲

 ５ポイント未満 ０％に固定※１ ０％

 
５ポイント以上 

１０ポイント未満

５ポイントで減額率０．５％、 

さらに５ポイントを超えて１ポイント増え

るごとに減額率０．５％増加

０．５％～３％

 
１０ポイント以上 

３０ポイント未満

１０ポイントで減額率３％、 

さらに１０ポイントを超えて１ポイント増

えるごとに減額率０．５％増加

３％～２３％

 
３０ポイント以上 

４０ポイント未満

３０ポイントで減額率２３％、 

さらに３０ポイントを超えて１ポイント増

えるごとに減額率１．５％増加

２３％～３８％

 
４０ポイント以上 ４０％に固定

４０％（さらに当該

四半期分の委託料の

支払停止※２）
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別紙４　委託料の構成、支払方法等 

 

１　委託料の構成 

委託料は、図表６の項目により構成される。 

図表 6　委託料の構成 

 

２　支払の算定方法等 

(1)　委託料Ａ 

　　運営及び厨房設備等維持管理業務にかかる委託料の総額を委託料Ａとする。委託料

Ａは、固定料金部分と変動料金部分からなる。 

ア　固定料金部分 

市は、委託料Ａの固定料金部分を、各年度に分けた上で、それぞれの期間について

平準化した額を支払う。支払回数は年４回とする。 

イ　変動料金部分 

市は、委託料Ａの変動料金部分を、ウ変動料金換算基準に基づく方式で算出した額

を支払う。 

ウ　変動料金換算基準 

(ｱ)　変動料金の考え方 

 区分 内訳 構成

 委託料Ａ 運営業務費 学校給食調理等業務 

給食搬送業務 

受配校における配膳業務 

廃棄物収集運搬業務 

食育支援業務

 厨房設備等維持管

理業務費

ボイラー運転管理等業務 

ボイラー保守点検業務 

第一種圧力容器性能検査業務 

厨房設備保守点検業務 

厨芥処理機保守点検業務 

玄関マット取替洗浄業務 

ねずみ・昆虫等防除業務

 その他費用 包括管理運営マネジメント費

 委託料Ｂ 設備修繕等業務費 厨房設備の修繕 

厨房設備のオーバーホール 

厨房設備の更新（入れ替え） 

消耗品の調達
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委託料Ａの変動料金部分は、各回支払対象期間 （４月から６月、７月から９月、

１０月から １２月、１月から３月） における変動料金の算定基礎となる食数の合

計に事業者が提案する１食当たりの変動料金の単価（消費税及び地方消費税を除

く）を乗じた額とする。なお、事業者が提案する１食当たりの変動料金の単価は、

小数点以下第２位までとする。 

(ｲ)　提供給食数等 

a　提供給食数の定義 

提供給食数には、児童生徒用、教職員用、見学者の試食用が含まれるものとし、

市の検食用、事業者の検食用を含まない。なお、提供給食数に含まれない、市の

検食用、事業者の検食用は委託料Ａの固定料金部分に含まれるものとする。 

b　提供対象者数及び提供給食数の保証 

市は、給食センターの運営・厨房設備等維持管理期間中の年度毎（５月１日時

点）の提供対象者数 （事業者が給食を提供すべき児童生徒数と教職員数を合算

した数） が６,０００人以上 ８,０００人以下とならない場合は、固定費と変動

費の割合の見直し若しくは委託料Ａの見直しについて協議を行う。 

c　提供給食数の決定方法 

児童生徒の転出入、教職員の変動及び学校行事等の開催等の変動要因がある

ため、各月の前月の１０日（ただし４月提供分については、４月２日）までに、

市から事業者にその月の予定給食数の指示を行う。 

予定給食数の通知後も、引き続き、上記の変動要因に加え、臨時休校、学級閉

鎖及び学校行事等の日程変更等により予定給食数に変更がある場合には、提供

日当日までに、市から事業者に当該提供日に実施する給食数（以下「実施給食数」

という。）の指示を行う。 

d　変更給食数 

予定給食数と実施給食数の差（以下「変更給食数」という。）はプラス・マイ

ナス２００食以内を基本とする。変更給食数がプラス２００食を超える場合、事

業者は２００食を超える部分について応諾しないことができるものとする。ま

た、変更給食数がマイナス２００食を超える場合、予定給食数から２００食を減

じた食数により変動料金を算定する。 

ただし、提供日の２稼動日前よりも相当程度前までに、市から事業者に当該提

供日の実施給食数の指示を行った場合の、変更給食数の取扱い（カウントの方法）

については、市と事業者で協議できるものとする。なお、予定給食数においては、

６,０００食／日未満の通知もありえる。 

(ｳ)　変動料金の算定基礎となる食数 

提供給食数と変動料金の算定基礎となる食数の関係は、図表７のとおり。 
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図表 7　変動料金の算定基礎となる食数 

 

エ　支払手続き 

委託料Ａにかかる事業者の請求書発行及び市の支払の各期限は図表８のとおりと

する。なお、事業者は、市から定期（四半期）のモニタリングの結果及び委託料減額

の有無に関する通知を受けるまで、請求書を発行することができないものとする。 

図表 8　支払対象期間及び支払期限 

 

オ　委託料Ａの改定及び変更 

業務期間中の物価変動に対応して、委託料Ａを改定する。 

本契約に定めた委託料を基準額とし、９月１日時点で公表されている最新の「企業

向けサービス価格指数」（物価指数月報・日銀調査統計局）に基づき、毎年度１０月

２０日までに指標値の評価を添付した改定の根拠資料及び翌年度の改定額を記載し

た資料を市に通知し確認を受け、翌年度の委託料を確定する。改定した委託料は翌年

度４月１日以降の支払に反映させる。 

なお、改定率に小数点以下第４位未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるも

のとする。見直しの周期は１年に１回とし、前回改定が行われたときと比べて１ポイ

ント以上の変動が認められる場合に改定を行う。 

計算式は以下のとおり。 

改定後の支払額： ＡＰｔ = ＡＰｘ × （ＣＳＰＩｔ-１／ＣＳＰＩｘ-１） 

ＡＰｔ = ｔ年度の各委託料Ａ 

ＡＰｘ = 前回改定年度の各委託料Ａ 

ＣＳＰＩｔ-１ = ｔ-１年度の「企業向けサービス価格指数」 

 
変更給食数 提供給食数

変動料金の算定 

基礎となる食数

 
プラス・マイナス２００食以内 実施給食数 同左

 プラス２００食を 

超える場合

予定給食数＋２００食 

＋事業者が応諾した食数
同左

 マイナス２００食を 

超える場合
実施給食数

予定給食数－ 

２００食

 支払期 支払対象期間 請求書発行期限 支払期限

 第１四半期 ４月１日から６月 30 日 ７月 31 日

請求書受理後

30 日以内

 第２四半期 ７月１日から９月 30 日 10 月 31 日

 第３四半期 10 月１日から 12 月 31 日 １月 31 日

 第４四半期 １月１日から３月 31 日 ４月 30 日
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ＣＳＰＩｘ-１ = 前回改定年度の「企業向けサービス価格指数」 

 

なお、第１回の見直しは、本業務の契約日が属する年度（令和９年度）の９月１日

の指標に基づき行う。 

図表 9　改定の参照指標 

なお、給食搬送業務にかかる燃料費等、市場の変動等により、改定に用いる指標が

実態に整合しない場合には、市と事業者で協議を行うものとする。 

 

カ　配送校の増減等による調整があった場合の固定料金の見直し 

学校の統合若しくは廃止による配送校の減又は学校の分離、新設若しくは配送範

囲の変更等による配送校の増の場合には、維持管理・運営費相当額のうち固定料金の

部分を次のとおり見直す。 

(ｱ)　配送校が増加する場合、給食搬送業務、配送車両調達・維持管理業務、運営備品

等更新業務等において必要となる追加的な費用は、これら業務に係る固定料金を

変更することをもって対応し、変更額、変更時期、支払方法等について、市及び事

業者が協議して定める。 

(ｲ)　配送校が減少する場合、給食搬送業務、配送車維持管理業務等において必要がな

くなる費用は、配送車両の償却期間等を考慮した上で、これらに係る固定料金を変

更することをもって対応し、変更額、変更時期、支払方法等について市及び事業者

が協議して定める。 

 

(2)　委託料Ｂ 

設備修繕等業務にかかる委託料の総額を委託料Ｂとする。各年度の支払額は提案時

の金額に基づき決定する。各年度の支払額は四半期ごとの均等払いとする。 

物価上昇等により実際の費用が市の支払額より超過する場合、事業者は事前に市に

報告の上、市と事業者で協議を行い、必要に応じて翌年度第１四半期の支払のタイミン

グで超過分の支払を行う。 

計画していた修繕・更新等の未実施等により実際の費用が市の支払額を下回る場合

も、基本的には市の支払額を変更しないものとするが、計画の変更等について事前に市

に説明すること。 

 区 業務 指標

 

委託料Ａ

運営業務 企業向けサービス価格指数：労働者派遣サービス

 
厨房設備等維持管理業務 企業向けサービス価格指数：建物サービス
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別紙５　法令変更による費用負担 

 

本業務に直接関係する法令（特に本施設及び本施設と類似のサービスを提供する施設の

維持管理・運営に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令を意味するものと

し、事業者に対して一般に適用される法令は含まれないものとする。）の変更により、事業

者に本業務の実施について合理的な追加費用が発生した場合は市が負担し、それ以外の法

令の変更については事業者が負担する。 
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別紙６　不可抗力による費用負担 

 

契約期間中に不可抗力が生じたときは、一年度中に発生した追加費用のうち累計で当該

年度の委託料の １００分の１に至るまでは事業者が負担するものとし、これを超える額に

ついては市が負担するものとする。 

ただし、別紙１に記載される保険に基づき市以外の被保険者が不可抗力により保険金を

受領した場合、当該保険金の額が当該年度の委託料の１００分の１を超えるときは、当該超

過額は、市が負担すべき追加費用額から控除するものとする。 

事業者の逸失利益及び事業者が自らに帰責事由がないことを立証するための費用は、事

業者が負担する。 
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別紙７　個人情報取扱特記事項 

 

（基本的事項） 

第１　事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務を処理するための個

人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適

正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２　事業者は、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に使用してはならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様

とする。 

（使用者への周知） 

第３　事業者は、その使用する者に対し、在職中及び退職後においても本契約による事務に

関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない

ことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（適正な管理） 

第４　事業者は、本契約による事務に係る個人情報の漏洩、滅失、改ざん及びき損の防止そ

の他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（収集の制限） 

第５　事業者は、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務

を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。 

（使用等の禁止） 

第６　事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に関して知り得た

個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し、又は第三者に引き渡してはならない。 

（複写等の禁止） 

第７　事業者は、市の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務を処理するために

市から貸与された個人情報 が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。 

（再委託の禁止） 

第８　事業者は、本契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、市

の承諾があるときを除き、第三者に取り扱わせてはならない。 

（資料等の返還等） 

第９　事業者は、本契約による事務を処理するために市から貸与され、又は事業者が収集し、

 若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約の終了後直ちに市に返還し、又

は引き渡すものとする。ただし、市が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 
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（事故発生時における報告） 

第１０　事業者は、本契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったと

きは、速やかに市に報告し、市の指示に従うものとする。委託契約が終了し、又は解除され

た後においても同様とする。 
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別紙８　リスク分担表 

図表 10　リスク分担表 

 

段階
リスク 

の種類
概要

負担者

 
市

事
業
者

 

共
通

公募手続 募集要項等の誤り、公募手続きの誤り ○

 
法令変更

本業務に直接関係する法令の新設・変更等（税制度を除く） ○

 上記以外の法令の新設・変更等 ○

 
税制変更

本業務に直接関係する税制度の新設・変更等 ○

 上記以外の税制度の新設・変更等 ○

 許認可 

取得遅延

市の帰責事由による許認可の取得遅延 ○

 上記以外の事由による許認可の取得遅延 ○

 第三者への賠

償

市の帰責事由により第三者に損害を与えた場合 ○

 上記以外の事由により第三者に損害を与えた場合 ○

 業務内容の変

更
市の政策変更により、業務の内容が変更される場合 ○

 物価変動 一定の範囲を超える物価変動に伴う事業者の費用の増減 ○

 要求性能未達 要求水準未達 ○

 不可抗力 不可抗力による損害（※１） ○ △

 
契
約
前

応募費用 本業務への応募に係る費用 ○

 
契約の未締結 

・遅延

事業者の帰責事由による契約締結遅延等 ○

 市の帰責事由による契約締結遅延等 ○

 上記以外の事由による契約締結遅延等 ○ ○

 

契
約
後

運営開始の 

遅延

市の帰責事由によるもの ○

 上記以外の事由によるもの ○

 業務内容の 

変更

市の帰責事由による業務内容の変更 ○

 上記以外の事由による業務内容の変更 ○

 支払遅延・ 

不能

市の帰責事由によるサービス対価の支払の遅延・不能による

もの
○

 
運営及び維持

管理費の増大

市の帰責事由によるもの ○

 上記以外の事由によるもの ○

 
施設等の損傷

市の帰責事由によるもの ○

 上記以外の事由による施設の損傷 ○

 施設の瑕疵 事業者（修繕）の事由によるもの ○
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〇：主分担　△：従分担 

（※１）　一定金額又は割合までは事業者も負担する。 

（※２）　一定範囲までは事業者が負担する。一定以上需要が増減する場合は、委託料の見

直しについて協議できるものとする。 

（※３）　光熱水費の負担は基本的に市が負担する。ただし要求水準書に定める上限使用量

を超えた場合、超過分の費用の負担については、市と協議のうえ決定する。 

 

 

 

段階
リスク

の種類
概要

負担者

市
事
業
者

 上記以外の事由によるもの ○

 

需要変動

給食を提供する学校における給食サービス形態の変更等、市

の事由によるもの
○

 児童生徒数、教職員数の変動によるもの（※２） △ ○

 光熱水費 要求水準に規定する上限使用量を超えた場合（※３） △ ○

 
異物混入

事業者の帰責事由によるもの ○

 上記以外の事由によるもの ○

 

アレルギー等

対応リスク

アレルギー等をもつ児童生徒の情報収集不備、アレルギー等

情報の伝達ミス、校内での配食ミス、食材調達時の誤り
○

 突発的な発症（事前に把握が困難なアレルギー等物質によ

る）
○

 事業者の帰責事由によるもの ○

 

配送の遅延 

リスク

交通混雑、悪天候によるもの ○

 調理の遅延によるもの ○

 事業者の交通事故による遅延 ○

 食材の納入遅延による遅延 ○

 配送費増大 

リスク

配送校の変更による運搬費の増大 ○ △

 交通事情の悪化による運搬費の増大 ○

 
移
管

性能確保 業務終了時における施設の性能確保に関するもの ○

 
移管手続き

業務の終了手続きに係る諸費用に関するもの及び共同企業

体の清算手続きに伴うもの
○


